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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンカー部を有する部品と該アンカー部に取り付けるための固定部材とを備えるアセン
ブリを形成する方法であって、
　金属マトリックス複合補強部材を設け、それによって該金属マトリックス複合補強部材
は、管部材を備え、該管部材は該管部材を少なくとも部分的に貫通して形成された管部材
ボアを有し；
　鋳造操作を実行して該部品の鋳造部を形成することを含み、該アンカー部は、該鋳造部
及び該鋳造部によって保持される該金属マトリックス複合補強部材の少なくとも一部を備
え、管部材ボアの少なくとも一部は鋳造材料で被覆され、該補強部材は該部品の該鋳造部
の一部によって取り囲まれ、
　該アンカー部はアンカー部ボアを有し、該補強部材は、該アンカー部ボアの長手方向軸
と平行な又は一致する長手方向軸を有し；
　該管部材ボアに該固定部材を挿入し；及び
　該固定部材によって該アンカー部に圧縮荷重を加え、該圧縮荷重の少なくとも分力が該
管部材ボアの軸に対して平行であること
を含む方法。
【請求項２】
　前記管部材ボアが前記アンカー部ボアと同軸である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記管部材ボアが前記管部材に完全に貫通形成され、前記アンカー部ボアが前記アンカ
ー部に完全に貫通形成される、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記鋳造部の形成が軸受ハウジングを鋳造することを含み、これにより、該軸受ハウジ
ングの少なくとも一部が管部材内に設けられる、請求項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記アンカー部ボア内に軸受アセンブリを設けることを含む、請求項１～３のいずれか
に記載の方法。
【請求項６】
　前記固定部材がボルト部材を備え、該ボルト部材に取り付けられたナットによって少な
くとも部分的に前記アンカー部に圧縮荷重を加えることを含む、請求項１～５のいずれか
に記載の方法。
【請求項７】
　前記補強部材の金属マトリックス複合材料がアルミニウムマトリックス複合材料を含み
、任意に、アルミニウムを含む溶融材料から前記鋳造部を形成させることを含む、請求項
１～６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　アンカー部を有する部品と該アンカー部に取り付けるための固定部材とを備えるアセン
ブリであって、
　鋳造部を備え、該アンカー部は該鋳造部及び該鋳造部によって保持される少なくとも１
個の金属マトリックス複合補強部材の少なくとも一部を備え、
　該アンカー部はアンカー部ボアを有し、該補強部材は、該アンカー部ボアの長手方向軸
と平行な又は一致する長手方向軸を有し、
　該金属マトリックス複合補強部材は管部材を備え、該管部材は該管部材を少なくとも部
分的に貫通して形成された管部材ボアを有し、該補強部材は該部品の該鋳造部の一部によ
って取り囲まれ、管部材ボアの少なくとも一部は鋳造材料で被覆されており、該固定部材
は、該管部材ボアを通り、かつ、該アンカー部に圧縮荷重を加えるように構成されるアセ
ンブリ。
【請求項９】
　前記管部材ボアが前記管部材を完全に貫通している、請求項８に記載のアセンブリ。
【請求項１０】
　軸受アセンブリと組み合わせて設けられており、該軸受アセンブリが前記アンカー部ボ
アに設けられている、請求項８又は９に記載のアセンブリ。
【請求項１１】
　前記補強部材の金属マトリックス複合材料がアルミニウムマトリックス複合材料を含み
、任意に、前記鋳造部がアルミニウムを含む、請求項８～１０のいずれかに記載のアセン
ブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋳造操作及び部品を鋳造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
背景
　金型に溶融アルミニウムを注型することにより鋳造アルミニウム部品を得ることが知ら
れている。アルミニウム及びアルミニウム合金、マグネシウム又はマグネシウム合金など
の他の比較的軽質の金属を、部品の重量を低減させるためにスチールなどの重質材料の代
わりに使用することができる。これは、製品の重量を制御するために自動車などの多部品
製品の製造業者を支援する。しかし、アルミニウムは比較的低いヤング率（７０ＧＰａ程
度）を有する。これは、アルミニウムの強度特性がスチールよりも低いことになる。した
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がって、軽質ではあるが剛性の部品をアルミニウムから形成する必要がある場合には、典
型的にはスチールなどの剛性の高い材料（２０７ＧＰａ程度のヤング率を有する）から作
製された部品に要求されるよりも多くの材料を使用することが必要になる。必要な追加材
料は、通常、部品の断面二次モーメントを増大させるように配置される。したがって、部
品の形状は、部品の剛性、例えば曲げ剛性及び／又はねじり剛性を高めるように調節され
る。いくつかの用途では、部品が適合しなければならない利用可能なスペースが制限され
、スチールなどの剛性の高い材料を、必要な部品剛性仕様を満たすために使用することが
必要となる場合がある。しかしながら、スチールの使用は、部品の重量増加をもたらすた
め、いくつかの用途では極めて望ましくない。
【０００３】
　応力に特に影響を受けやすい場合がある鋳造部品の一部は、別の部品がそれに結合する
のを可能にするアンカー部である。このアンカー部は、シャフトが部品に回転自在に結合
できる軸受ハウジング、又は別の部品がそれに結合するためのボルトなどの固定部材を保
持することができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
発明の概略
　本発明の実施形態は、添付の特許請求の範囲を参照して理解できる。
【０００５】
　本発明の態様は、方法、部品、システム、車両、航空機及び船舶を提供する。
【０００６】
　保護を求める本発明の一態様では、追加部品を取り付けるためのアンカー部を有する部
品を形成する方法が提供され、この方法は、鋳造操作を実行して該部品の鋳造部を形成す
ることを含み、該アンカー部は、該鋳造部及び該鋳造部によって保持される少なくとも１
個の金属マトリックス複合補強部材の少なくとも一部を備え、該アンカー部はボアを有し
、該補強部材は、少なくともその部品を該ボアの長手方向軸に略平行にする又はそれに一
致させる長手方向軸を有し、該アンカー部は、第２部品をそのボアに挿入して該第２部品
を該アンカー部に取り付けるのを可能にするように配置される。
【０００７】
　本発明の実施形態は、部品のアンカー部にボルトなどの固定部材を取り付けることに関
連する軸方向応力が補強部材によって少なくとも部分的に分担できるという利点を有する
。
【０００８】
　本発明のいくつかの実施形態は、部品の損傷が発生する前にボルト限界荷重などの固定
部材に関連するより大きな限界荷重に耐えることができるアンカー部を有する部品を得る
ことができるという利点を有する。
【０００９】
　本発明のいくつかの実施形態は、より大きなバースト負荷やフープ応力に耐えることが
できるアンカー部を有する部品を得ることができるという利点を有する。
【００１０】
　アンカー部は、複数の補強部材、例えば、該アンカー部のボアの周囲に円周方向に配置
された細長部材を備えることができる。これらの補強部材は互いに略平行に設けることが
できる。あるいは、補強部材は非平行であってもよい。
【００１１】
　部品は実質的に完全に注型でき、補強部材は少なくともアンカー部の補強を与えると解
すべきである。補強部材は、繊維材料、任意に織布繊維材料の補強封入材料の周りにマト
リックス材料をキャストすることによって部分的に形成されてもよい。
【００１２】
　補強部材は、部品の鋳造部の一部によって実質的に取り囲まれるように形成できる。
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【００１３】
　この方法は、金属マトリックス複合補強部材を細長部材、任意に細長ロッド部材の形で
設けることを含むことができる。
【００１４】
　有利には、この方法は、補強部材を設けることを含むことができ、それによって、該補
強部材は、少なくとも部分的に貫通して形成されたボアを有する管部材を備える。
【００１５】
　この管部材は略円筒形とすることができる。
【００１６】
　この方法は、補強部材を設けることを含むことができ、それによって、該補強部材のボ
アは、アンカー部のボアと略同軸である。
【００１７】
　この方法は、管部材を実質的に完全に貫通形成されたボアを有するように形成すること
を含むことができ、該アンカー部は、実質的に完全に貫通する対応するボアを有する。
【００１８】
　鋳造部は、管部材のボアの少なくとも一部が鋳造材料で被覆されるように鋳造できる。
【００１９】
　鋳造部は、補強部材が鋳造部内に実質的に完全に埋設され、それによって管部材のボア
が該鋳造部の鋳造材料で実質的に完全に被覆されるように鋳造できる。
【００２０】
　有利には、鋳造部を形成することが、軸受ハウジングを鋳造することを含むことができ
、これにより、該軸受ハウジングの少なくとも一部が管部材内に設けられる。
【００２１】
　この方法は、軸受ハウジング内に軸受アセンブリを設けることを含むことができる。
【００２２】
　鋳造部は、管部材のボアが鋳造材料を実質的に含まないように鋳造できる。
【００２３】
　この方法は、アンカー部のボア内に軸受アセンブリを設けることを含むことができる。
【００２４】
　軸受アセンブリを設けることは、軸受レースを設けることを含むことができる。
【００２５】
　この方法は、軸受アセンブリによって回転自在に支持される回転軸部材を設けることを
含むことができる。
【００２６】
　アンカー部は、固定部材用のアンカーを与えるように構成でき、この方法は、管部材の
ボアを介して固定部材を挿入することを含む。
【００２７】
　この方法は、固定部材によってアンカー部に圧縮荷重を加えることを含むことができ、
該圧縮荷重は、少なくともその部品を管部材のボアの軸に対して平行にする。
【００２８】
　圧縮荷重は、固定部材を部品に固定するように構成できる。
【００２９】
　固定部材は、ボルト部材を含むことができる。
【００３０】
　この方法は、ボルト部材に取り付けられたナットによって少なくとも部分的にアンカー
部に圧縮荷重を加えることを含むことができる。
【００３１】
　補強部材の金属マトリックス複合材料は、アルミニウムマトリックス複合材料を含むこ
とができる。
【００３２】
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　この方法は、アルミニウムを含む溶融材料から鋳造部を形成することを含むことができ
る。
【００３３】
　溶融材料は、アルミニウム及びアルミニウム合金から選択されたものとすることができ
る。
【００３４】
　この方法は、金型内に補強部材を配置し；そして該金型に溶融金属を導入して部品の少
なくとも一部を成形することを含むことができる。
【００３５】
　この方法は、自動車又は航空宇宙部品である部品を形成することを含むことができる。
【００３６】
　この方法は、サスペンションシステムの部品である部品を形成することを含むことがで
きる。
【００３７】
　本発明のさらなる態様では、追加部品を取り付けるためのアンカー部を有する部品が提
供され、該部品は、
　鋳造部を備え、該アンカー部は、該鋳造部及び該鋳造部によって保持される少なくとも
１個の金属マトリックス複合補強部材の少なくとも一部を備え、
　該アンカー部はボアを有し、該補強部材は、少なくともその部品を該ボアの長手方向軸
に対して略平行にし又は一致させる長手方向軸を有し、該アンカー部は、第２部品をその
ボアに挿入して該第２部品を該アンカー部に取り付けることを可能にするように配置され
る。
【００３８】
　補強部材は、部品の鋳造部の一部によって実質的に取り囲まれていてもよい。
【００３９】
　補強部材は、実質的に細長部材の形態、任意に、実質的に細長ロッド部材の形であるこ
とができる。
【００４０】
　有利には、補強部材は、少なくとも部分的に貫通して形成されたボアを有する管部材を
備える。
【００４１】
　管部材のボアは、管部材を実質的に完全に貫通することができる。
【００４２】
　部品は、軸受アセンブリと組み合わせて設けることができ、該軸受アセンブリは、アン
カー部に設けられる。
【００４３】
　さらに又は代わりに、部品は、固定部材と組み合わせて設けることができ、該固定部材
はアンカー部のボアに通されている。
【００４４】
　固定部材は、アンカー部に圧縮荷重を加えるように構成できる。
【００４５】
　固定部材は、圧縮荷重により固定部材に固定されるように配置できる。
【００４６】
　有利には、補強部材の金属マトリックス複合材料は、アルミニウムマトリックス複合材
料を含むことができる。
【００４７】
　鋳造部は、アルミニウムを含むことができる。
【００４８】
　鋳造部は、アルミニウム及びアルミニウム合金から選択されたものとすることができる
。
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【００４９】
　保護を求める本発明のさらなる態様では、前述の態様に係る部品を備えるサスペンショ
ンシステムが提供される。
【００５０】
　保護を求める本発明のさらに別の態様では、前述の態様に係る部品又はサスペンション
システムを備える車両が提供される。
【００５１】
　保護を求める本発明の一態様では、前述の態様に係る部品を備える航空機又は船舶が提
供される。
【００５２】
　保護を求める本発明の一態様では、次の工程を含む、追加部品を取り付けるためのアン
カー部を有する部品を形成する方法が提供される：
　少なくとも部分的に貫通して形成されたボアを有する金属マトリックス複合管部材を準
備し；
　鋳造部を有する部品を形成し、ここで、該鋳造部は、該部品がアンカー部を備えるよう
に鋳造され、該アンカー部は管部材を備え、該管部材は該鋳造部によって保持され、該ア
ンカー部は、第２部品を該管部材のボアに挿入し、それによってアンカー部に該第２部品
を固定するように配置される。
【００５３】
　保護を求める本発明のさらなる態様では、追加部品を取り付けるためのアンカー部を有
する部品を形成する方法が提供され、該方法は、
　鋳造操作を実行して該部品の少なくとも一部を形成することを含み、該アンカー部は、
鋳造部及び該鋳造部によって保持される少なくとも１個の実質的に細長い金属マトリック
ス複合補強部材の少なくとも一部を備え、該アンカー部はボアを有し、該補強部材は、該
ボアの長手方向軸に略平行な又はそれに一致する長手方向軸を有し、該アンカー部は、第
２部品を該ボアに挿入して該第２部品を該アンカー部に取り付けるのを可能にするように
配置される。
【００５４】
　補強部材は、ロッド、ストリップ、バー又は金属マトリックス複合材料の他の形を含む
ことができる。
【００５５】
　ここで説明する任意の態様を含めた本発明の実施形態で使用される金属マトリックス複
合材料は、所定の長さの繊維、任意に織布繊維の形態であってよい。
【００５６】
　本願の範囲内で、前段落、請求の範囲及び／又は以下の説明及び図面に示される様々な
態様、実施形態、実施例、特徴及び選択肢は、独立して又は任意の組み合わせで得られる
ことが予想される。一実施形態に関連して説明した特徴は、このような特徴が矛盾しない
限り、全ての実施形態に適用可能である。
【００５７】
　誤解を避けるために、本発明の一態様に関して説明される特徴は、本発明の任意の他の
態様内に、単独で又は１以上の他の特徴と適宜組み合わせて包含され得ると理解すべきで
ある。
【００５８】
　本願の範囲内で、前段落、請求の範囲及び／又は以下の説明及び図面に示される様々な
態様、実施形態、実施例及び選択肢、特にその個々の特徴は、独立して又は任意の組み合
わせで得られることが明示的に意図される。一実施形態に関連して説明した特徴は、この
ような特徴が矛盾しない限り、全ての実施形態に適用可能である。
【００５９】
　ここで、本発明の１以上の実施形態を、添付の図面において単に例示として示される実
施形態を参照しながら、単なる例示として説明する。
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【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】図１は、（ａ）部品の半径を低減させることができるスチールインサートを有し
ないアルミニウムロッド端部にあるクランプジョイント及び（ｂ）スチールインサートを
有するアルミニウムロッド端部を示す公知の部品の概略図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係るアルミニウムロッド端部の概略図である。
【図３】図３は、内部に設けられた軸受ハウジングを有する本発明の実施形態に係る鋳造
アルミニウム部品の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００６１】
詳細な説明
　図１（ａ）は、公知の鋳造アルミニウム部品１００の端部１００Ｅ又はアルミニウムロ
ッド端部又はクランプジョイントを示す。この端部１００Ｅは、固定部材用のアンカー部
を設けるために、部品１００のロッド部１００Ｒに対して拡大されている。示した実施形
態では、端部１００Ｅにはボア１１０Ｂが形成され、これを通してボルト１３０Ｂが通さ
れて第２部品１９０が部品１００に固定されている。ボルト１３０Ｂの自由端部にはナッ
ト１３０Ｎがネジ締結されて圧縮荷重が加えられ、第２部品１９０を部品１００の端部１
００Ｅと当接させて第２部品をそれに固定している。端部１００Ｅは、ボア１１０Ｂの中
心線を基準にした半径Ｒ１を有する。
【００６２】
　Ｒ１の値は、ボルト１３０Ｂによって端部１００Ｅに作用する限界荷重に耐えるのに十
分に強い端部１００Ｅとなるように選択される。アルミニウムの半径Ｒ１は、鋳造アルミ
ニウムの低い圧縮強度のため、締め付け荷重に耐えることが要求される。
【００６３】
　図１（ｂ）は、さらに公知の鋳造アルミニウム部品２００の端部２００Ｅ又はアルミニ
ウムロッド端部又はクランプジョイントを示す。図１（ａ）の構成の特徴と同様の特等を
１００だけ増えた同様の符号で示している。端部２００Ｅは、それぞれの端部に、所定の
長さの中空スチール管開口の形のスチールインサート又はブッシュ２２０を備える。イン
サート２２０は、締まり嵌めによって端部２００Ｅ内に保持され、端部２００Ｅに追加の
強度を与えている。スチールの強度特性はアルミニウムのそれよりも大きい。そのため、
端部の半径は、スチールインサート２２０を使用する場合には値Ｒ２＜Ｒ１に減少できる
。
【００６４】
　ロッド２００を製造するにあたって、インサート２２０が設けられるボア２１０Ｂを形
成し、そしてボア２１０Ｂ内のインサート２２０のために比較的きつい締まり嵌めを与え
るためには精密機械加工が必要であると理解すべきである。アルミニウム端部２００Ｅは
、この端部２００Ｅを、端部２００Ｅ内でのインサート２２０の締り嵌めに関連するバー
スト負荷に耐えるようにするのに十分な直径のものでなければならない。
【００６５】
　図１（ｂ）のクランプロッド端部を製造するためには高価な機械加工及び組立プロセス
が必要である。というのは、スチールインサート又はブッシュは、アルミロッド先端部内
における締まり嵌めでなければならないからである。いくつかの例では、半径Ｒ２は、締
り嵌めスチールブッシュからのバースト負荷に耐えるように選択される。
【００６６】
　図２は、本発明の実施形態に係る鋳造アルミニウムロッド３００Ｒの端部３００Ｅを示
す。図１（ｂ）の構成の特徴と同様の図２の特徴は、１００ずつ増やした同様の符合で示
されている。端部３００Ｅは、アルミニウムマトリックス複合材（ＡＭＣ）から形成され
た中空管の形のインサート部材３２０を有する。ＡＭＣは、インサート部材３２０を形成
させるためにアルミニウムを含浸させたアルミナ繊維を含む。インサート部材３２０は、
繊維プリフォームを、該プリフォームに溶融アルミニウムを含浸させる前に形成させるよ
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うに、アルミナ繊維をインサート部材に巻き付けることによって製造できる。本発明の実
施形態に係る例では、ＡＭＣは粒子強化材を含むことができる。このようなＡＭＣ材料は
、アルミニウム母材内において特定の体積分率で均一に分散した粒子を含む。また、他の
構成も有用である。例えば、他の種類繊維及び複合構造体を形成する他の方法も有用であ
る。インサート部材３２０のＡＭＣは、端部３００Ｅの残部のアルミニウムよりも高い強
度特性を有する。
【００６７】
　続いて、インサート部材３２０を金型内に挿入し、この金型内においてその後ロッド３
００Ｒが鋳造される。それによって、インサート部材３２０は、ロッド３００Ｒの端部３
００Ｅに注型された状態になる。
【００６８】
　インサート部材３２０は、端部３００Ｅにキャストされるため、端部３００Ｅに含まれ
るアルミニウムと、ロッド３００Ｒが鋳造されたときに金型に注ぎ込まれるアルミニウム
との緊密な結合及び／又は混合によって端部３００Ｅ内に保持されると理解すべきである
。したがって、端部３００Ｅは、スチールインサート部材２２０を使用する図１（ｂ）の
公知の構成の場合と同様に、インサート部材３２０の締まり嵌めによるかなりのバースト
応力に耐える必要はない。したがって、端部３００Ｅの半径は、図１の構造と比較して小
さくすることができる。インサート部材３２０はアルミニウムを含むので、インサート部
材を使用する既知の構成に関連する腐食及び熱膨張差などの異種金属間の接触に起因する
問題を実質的に低減又は排除できると理解すべきである。
【００６９】
　インサート部材３２０のＡＭＣ材料は、鋳造端部のアルミニウムよりも高い強度特性を
有する。本発明の実施形態に係る例では、このものは、断面及び質量の減少を可能にする
ボルト締め接合境界面での局部的な強度特性を改善させると同時に、様々な締め付け戦略
の下でロバスト性の増大のためにより高いボルトプリロードを可能にする強度特性を達成
する。
【００７０】
　図２の実施形態では、インサート部材３２０の内面は、鋳造操作の際に鋳造材料で被覆
された状態にはならない。いくつかの別の実施形態では、インサート部材の内面は、鋳造
材料で被覆されるように構成できる。
【００７１】
　本発明の実施形態は、鋳造アルミニウム部品に、追加の部品を固定することができ、公
知のアンカー部よりも高い限界荷重に耐えることができるアンカー部を設けることができ
るという利点を有する。
【００７２】
　締め付け荷重に耐えるのに必要なアルミニウムロッド端部の半径Ｒ３は、ＡＭＣインサ
ート又は補強材の高い圧縮強度のため、小さくできる。
【００７３】
　図３は、本発明の実施形態に係る部品４００を（ａ）横断面図及び（ｂ）正面図で示す
。部品４００は、鋳造アルミニウム軸受ハウジング４００の形である。部品４００は、ア
ルミニウムマトリックス複合（ＡＭＣ）材料から形成された管状インサート部材４２０を
備えるように鋳造された鋳造本体部４００Ｂを有する。図３（及び図２）の実施形態では
、インサート部材４２０は円筒形である。図３の実施形態では、インサート部材４２０は
、本体部分４００Ｂ内に完全に埋設されており、部品４００が鋳造されたときにアルミニ
ウム金属によって実質的に完全に取り囲まれる。軸受支持部４０１は、部品４００の鋳造
中にインサート部材４２０内にキャストされる。支持部４０１は、軸受アセンブリ４３０
Ｂを保持することができる手段を提供する。軸受支持部４０１は、部品４００の本体部４
００Ｂを介して形成されたボア４１０Ｂ内に設けられる。インサート部材４２０はボア４
１０Ｂと同軸に配置され、ボア４１０Ｂはインサート部材４２０を貫通する。
【００７４】
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　インサート部材４２０のボア内にある本体部４００Ｂの一部は、軸受支持部４０１を画
定ように成形される。軸受支持部４０１は階段状の直径を有し、これにより、軸受アセン
ブリ４３０Ｂが当接して配置できる肩部４１０Ｓが得られる。肩部４１０Ｓは、アセンブ
リ４３０Ｂが肩部４１０Ｓを超えて軸方向に摺動するのを防止するのに役立つ。
【００７５】
　軸受アセンブリ４３０Ｂは、締り嵌めによってハウジングのボア４１０Ｂ内に保持され
るが、軸受アセンブリ４３０Ｂを保持するための他の配置も有用である。インサート部材
４２０の存在は、部品４００に追加的な強度を与え、バースト負荷又はフープ応力の形の
軸受アセンブリ４３０Ｂの締まり嵌めに関連する応力に耐えることを可能にする。
【００７６】
　軸受アセンブリ４３０Ｂは、シャフト４４０を保持し、本体部４００Ｂに対するシャフ
ト４４０の回転を可能にするように構成される。
【００７７】
　本体部４００Ｂは、部品４００を構造体に取り付けるのを可能にするために本体部４０
０Ｂの正反対の位置で本体部４００Ｂから半径方向外側に突出する一対の取り付けフラン
ジ４００Ｆを有する。フランジ４００Ｆには、固定手段によって部品４００を構造体に取
り付けるのを容易にするように、それを貫通する開口部４００ＦＡが設けられている。
【００７８】
　図３の部品４００は、軸受アセンブリ４３０Ｂが公知の部品と比較して減少したサイズ
を有する部品内に確実に保持されていると理解すべきである。これは、管又は円筒の形の
ＡＭＣインサート部材４２０が部品４００を補強するために設けられ、インサート部材４
２０が半径方向のバースト負荷及びフープ応力に耐えることができるためである。
【００７９】
　インサート部材３２０、４２０は、円形、四角形、五角形、六角形などの任意の好適な
断面形状又は他の任意の好適な形状のものとすることができると理解すべきである。また
、他の構成も有用である。
【００８０】
　本発明の実施形態は、鋳造部品のアンカー部を強化し、それによって、中に開口を有す
る補強部材をこの部品内に埋設することでさらに小型化することを可能にする。この補強
部材は、部品内に形成されたボアの少なくとも一部を取り囲むように配置される。
【００８１】
　補強部材は、部品が耐えることのできる、補強部材の円筒軸に対して平行に加えられる
限界荷重の量を増加させるように構成できる。それに加えて又はその代わりに、補強部材
は、部品が耐えることのできるバースト負荷又はフープ応力の量を増加させるように構成
できる。
【００８２】
　アルミニウムマトリックス複合材料以外の金属マトリックス複合材料も有用であると理
解すべきである。同様に、例えば、アルミニウム合金、マグネシウム合金、アルミニウム
マグネシウム合金並びに他の金属及び合金といったアルミニウム以外の金属も有用である
。
【００８３】
　本明細書の説明及び特許請求の範囲を通して、用語「備える」及び「含む」並びにそれ
らの用語の変形、例えば「備えること」及び「備え」は、「挙げられるが、これらに限定
されない」ことを意味し、他の部分、付加物、部品、整数又はステップを排除することを
意図するものではない（及び排除しない）。
【００８４】
　特に断りのない限り、本明細書の説明及び特許請求の範囲を通して、単数形は複数形を
包含する。特に、不定冠詞が使用される場合には、明細書は、特に断りのない限り、単数
のみならず複数を意図すると解すべきである。
【００８５】
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　本発明の特定の態様、実施形態又は例と共に説明した特徴、整数、特性、化合物、化学
的部分又は基は、それと矛盾しない限り、ここで記載する任意の他の態様、実施形態又は
例に適用可能であると解すべきである。
【符号の説明】
【００８６】
１００　鋳造アルミニウム部品
１００Ｅ　端部
１００Ｒ　ロッド部
１３０Ｂ　ボルト
１９０　第２部品
２００　鋳造アルミニウム部品
２００Ｅ　端部
２１０Ｂ　ボア
２２０　スチールインサート
３００Ｒ　鋳造アルミニウムロッド
３００Ｅ　端部
３２０　インサート部材
４００　部品
４００Ｂ　鋳造本体部
４０１　軸受支持部
４１０Ｂ　ボア
４１０Ｓ　肩部
４２０　インサート部材
４３０　軸受アセンブリ
４４０　シャフト
【図１】 【図２】

【図３（ａ）】
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